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ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
成
分
の
検
査
方
法
）

（
成
分
の
検
査
方
法
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
ガ
ス
の
成
分
の
検
査
は
、
次

第
二
十
九
条

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
ガ
ス
の
成
分
の
検
査
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

ガ
ス
中
の
硫
黄
全
量
、
硫
化
水
素
及
び
ア
ン
モ
ニ
ア
の
成
分
が
原
料
の
種

ガ
ス
中
の
硫
黄
全
量
、
硫
化
水
素
及
び
ア
ン
モ
ニ
ア
の
成
分
が
原
料
の
種

類
に
照
ら
し
て
一
定
数
量
以
下
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
経

類
に
照
ら
し
て
一
定
数
量
以
下
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
経

済
産
業
大
臣
（
一
般
ガ
ス
事
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る

済
産
業
大
臣
（
一
般
ガ
ス
事
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る

ガ
ス
工
作
物
の
設
置
の
場
所
が
一
の
産
業
保
安
監
督
部
の
管
轄
区
域
内
の

ガ
ス
工
作
物
の
設
置
の
場
所
が
一
の
産
業
保
安
監
督
部
の
管
轄
区
域
内
の

み
に
あ
る
も
の
（
供
給
区
域
内
に
お
け
る
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
取
付
数
が
百

み
に
あ
る
も
の
（
供
給
区
域
内
に
お
け
る
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
取
付
数
が
百

万
個
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
場
合
は
、
産
業
保
安
監
督
部
長

万
個
を
超
え
る
も
の
を
除
く
）
に
係
る
場
合
は
、
産
業
保
安
監
督
部
長
。

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
承
認
を
受
け
た
者
が
そ
の
承
認
を

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
承
認
を
受
け
た
者
が
そ
の
承
認
を
受

受
け
た
と
こ
ろ
に
従
つ
て
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
場
合
及
び
ガ
ス
の
使
用
者

け
た
と
こ
ろ
に
従
つ
て
ガ
ス
の
製
造
を
行
う
場
合
及
び
ガ
ス
の
使
用
者
に

に
対
し
専
用
の
導
管
に
よ
り
大
口
供
給
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
検
査

対
し
専
用
の
導
管
に
よ
り
大
口
供
給
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
検
査
す

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

ガ
ス
（
天
然
ガ
ス
又
は
プ
ロ
パ
ン
、
ブ
タ
ン
、
プ
ロ
ピ
レ
ン
若
し
く

一

ガ
ス
（
天
然
ガ
ス
又
は
プ
ロ
パ
ン
、
ブ
タ
ン
、
プ
ロ
ピ
レ
ン
若
し
く

は
ブ
チ
レ
ン
を
主
成
分
と
す
る
ガ
ス
及
び
こ
れ
ら
を
原
料
と
し
て
製
造

は
ブ
チ
レ
ン
を
主
成
分
と
す
る
ガ
ス
及
び
こ
れ
ら
を
原
料
と
し
て
製
造

し
た
ガ
ス
並
び
に
こ
れ
ら
に
空
気
を
混
入
し
た
ガ
ス
を
除
く
。
）
の
硫

し
た
ガ
ス
並
び
に
こ
れ
ら
に
空
気
を
混
入
し
た
ガ
ス
を
除
く
。
）
の
硫

黄
全
量
、
硫
化
水
素
及
び
ア
ン
モ
ニ
ア
に
つ
い
て
毎
週
一
回
、
製
造
所

黄
全
量
、
硫
化
水
素
及
び
ア
ン
モ
ニ
ア
に
つ
い
て
毎
週
一
回
、
製
造
所

の
出
口
及
び
他
の
者
か
ら
導
管
に
よ
り
ガ
ス
の
供
給
を
受
け
る
事
業
場

の
出
口
及
び
他
の
者
か
ら
導
管
に
よ
り
ガ
ス
の
供
給
を
受
け
る
事
業
場

の
出
口
（
当
該
出
口
に
お
け
る
測
定
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
経
済
産

の
出
口
（
当
該
出
口
に
お
け
る
測
定
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
経
済
産

業
大
臣
が
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
す
る
場
所
）
に
お
い
て
、
日

業
大
臣
が
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
す
る
場
所
）
に
お
い
て
、
日

本
工
業
規
格
Ｋ
二
三
〇
一
（
二
〇
一
一
）
「
燃
料
ガ
ス
及
び
天
然
ガ
ス

本
工
業
規
格
Ｋ
二
三
〇
一
（
二
〇
〇
九
）
「
燃
料
ガ
ス
及
び
天
然
ガ
ス

―
分
析
・
試
験
方
法
」
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
検
査
す
る
も
の
と
す

―
分
析
・
試
験
方
法
」
に
よ
る
改
正
後
の
日
本
工
業
規
格
Ｋ
二
三
〇
一
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る
。

（
二
〇
〇
八
）
「
燃
料
ガ
ス
及
び
天
然
ガ
ス
―
分
析
・
試
験
方
法
」
に

規
定
す
る
方
法
に
よ
り
検
査
す
る
も
の
と
す
る
。

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

様
式

第
１

７

（第
２

１
条

、第
８

８
条

、第
９

７
条

の
８

、第
９

９
条

関
係

）

様
式

第
１

７

（第
２

１
条

、第
８

８
条

、第
９

７
条

の
８

、第
９

９
条

関
係

）

熱
量

測
定

記
録

表
熱

量
測

定
記

録
表

（

）

（

）

略
略

（削
除

）

様
式

第
２

４

（第
２

９
条

、第
９

７
条

の
８

、第
９

９
条

関
係

）

様
式

第
２

４

（第
２

９
条

、第
９

７
条

の
８

、第
９

９
条

関
係

）
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